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令和５年第４回長万部町議会臨時会（第１日目）

◎招集年月日 令和 ５年１１月２４日（金）

◎招集の場所 長万部町役場 議場

◎開 議 日 時 令和 ５年１１月２４日（金） 午前１０時００分

◎応 招 議 員（１０名）

１番 辻 義 雄 ６番 高 森 功 治

２番 橋 本 收 司 ７番 長 﨑 厚

３番 辻 紀 樹 ８番 高 橋 克 英

４番 大 谷 敏 弥 ９番 村 川 毅

５番 北 川 佳 嗣 10番 柏 倉 恵里子

◎不応招議員 なし

◎出 席 議 員 応招議員に同じ

◎欠 席 議 員 不応招議員に同じ

◎地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町 長 木 幡 正 志 新 幹 線 推 進 課 長 岸 上 尚 生

副 町 長 佐 藤 英 代 建 設 課 長 上 野 訓

総 務 課 長 佐 藤 久 産 業 振 興 課 長 小 川 洋

◎本会議に職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 増 田 理 恵

議 会 事 務 局 主 幹 佐々木 学

議 事 係 吉 井 雄 貴
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◎議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 承認第１号 専決処分の承認について

（令和５年度長万部町一般会計補正予算（第７号））

日程第４ 議案第１号 議決の変更について

（工事請負契約の締結（町営住宅（仮称）新南部団地建設工事

（第２工区建築主体その１）））

日程第５ 議案第２号 議決の変更について

（工事請負契約の締結（町営住宅（仮称）新南部団地建設工事

（第２工区建築主体その２）））

日程第６ 議案第３号 令和５年度長万部町一般会計補正予算（第８号）
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◎開会・開議宣告・議事日程

１０時００分 開会

○議長（柏倉恵里子） ただいまの出席議員は１０名であります。定足数に達しておりますので、

これより令和５年第４回長万部町議会臨時会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。

◎諸般の報告

○議長（柏倉恵里子） 諸般の報告を事務局長からいたします。

増田事務局長。

○議会事務局長（増田理恵） 諸般の報告をいたします。

令和５年第３回定例会において可決されました、「ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林

業・木材産業施策の充実・強化を求める意見書」及び「国土強靱化に資する社会資本整備等に関す

る意見書」の２件の意見書につきましては、９月１５日付をもって国会及び内閣総理大臣ほか、関

係大臣にそれぞれ送付いたしました。

次に、監査委員から８月、９月分の例月出納検査報告書が、渡島廃棄物処理広域連合議会議員か

ら会議結果報告書が、各議員から渡島・檜山管内市町議会議員研修会の議員派遣結果報告書がそれ

ぞれ提出されましたので、その写しを配付いたしました。

次に、本臨時会に議案等の説明のため、あらかじめ町長、その他執行機関、及び委任または嘱託

を受けた説明員の出席を求めております。以上であります。

○議長（柏倉恵里子） 以上で、諸般の報告を終わります。

◎会議録署名議員の指名

○議長（柏倉恵里子） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において５番北川議員、２番橋本議

員を指名いたします。

◎会期の決定

○議長（柏倉恵里子） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。

お諮りいたします。本臨時会の会期は本日１日としたいと思いますが、これにご異議ありません

か。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたしました。
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◎承認第１号 専決処分の承認について

（令和５年度長万部町一般会計補正予算（第７号））

○議長（柏倉恵里子） 日程第３、承認第１号専決処分の承認について（令和５年度長万部町一般

会計補正予算（第７号））の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、承認第１号専決処分の承認について、その内容

をご説明いたします。

この専決処分は、令和５年度長万部町一般会計補正予算（第７号）であります。地方自治法第１

７９条第１項の規定により、令和５年１０月１２日付で専決処分をいたしましたので、同条第３項

の規定により議会の承認をお願いするものであります。

今回の補正額は、歳入歳出にそれぞれ８０万円を追加し、補正後の予算総額を６２億４,６５６

万８,０００円とするものであります。

専決処分いたしました予算内容につきましては、補正予算書に添付しております概要により、歳

出からご説明いたします。

商工費８０万円の追加は、多目的活動センター施設費の需用費で、「あつまんべ」の正面玄関自

動ドアの経年劣化による修理費であります。

次に、歳入についてご説明いたします。繰入金、財政調整基金繰入金は８０万円の追加で、今回

の補正で不足する財源を当基金から取り崩し、収支の均衡を図るものであります。この基金取り崩

し後の当基金残高見込額は、５億６,９７６万円となります。

以上がただいま上程されました、令和５年度長万部町一般会計補正予算（第７号）の内容であり

ます。ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。４頁です。

質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本件を採決いたします。

お諮りいたします。本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決定いたしました。

◎議案第１号 議決の変更について

（工事請負契約の締結（町営住宅（仮称）新南部団地建設工事

（第２工区建築主体その１)))

○議長（柏倉恵里子） 日程第４、議案第１号議決の変更について（工事請負契約の締結（町営住
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宅（仮称）新南部団地建設工事（第２工区建築主体その１)))の件を議題といたします。説明員に

提案理由の説明を求めます。

上野建設課長。

○建設課長（上野訓） ただいま上程されました、議案第１号議決の変更について、提案理由と内

容をご説明いたします。

このたびの変更は、本年６月３０日に議決をいただきました「町営住宅（仮称）新南部団地建設

工事（第２工区建築主体その１）」に係る工事請負契約につきまして、今般の建設資材の急激な価

格高騰に伴い、契約金額が変更となることから、議会の議決を提案するものであります。

議決変更の内容につきましては、議案の中の表で示しており、契約金額が変更前が１億２２８万

２,０００円で、変更後は１億８１２万３,０００円に改めるものであります。

また、議決事項ではございませんが、本工事の工期につきましては、資材の生産・納入に遅延が

生じており完成に影響が発生することから、契約当初の工期令和５年１２月８日を、令和６年１月

１９日まで４２日間延長いたします。

以上が、議案第１号議決の変更についての提案理由と内容の説明であります。よろしくご審議の

ほど、お願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

橋本議員。

○議員（２番 橋本收司） ただいま説明ありました、令和５年６月３０日、議会で議決されて、

今１１月ですよね。何か月、３か月４か月くらいの部分で、資材の高騰というものがこれだけ上が

るということを、町としては把握してなかったということですか。

○議長（柏倉恵里子） 上野建設課長。

○建設課長（上野訓） ただいまのご質問なんですが、６月の議決いただいたものに関しての設計

時点は、４月の単価を採用しております。で、このたび１０月に入りまして、値上がりしたものと

いえば、屋根の鋼板、金属系の外壁サイディング、床フローリングという品物が上がってきており

ます。これについては急激な値上がりということで、私どものほうとしても把握しておらず、現場

のほうからの申し入れがあったということです。以上です。

○議長（柏倉恵里子） ほかにありませんか。

長﨑議員。

○議員（７番 長﨑厚） ６００万ほど、結構な変更になったわけですが、入札当時の第１入札者、

第２入札者、この関係において入札の整合性は問われると思うんですが、その辺のところはどのよ

うに考えてますか。

○議長（柏倉恵里子） どなたがお答えしますか。

木幡町長。

○町長（木幡正志） 今、整合性どうなのっていう問いかけなんだけども、入札の執行にあたって

は、正々堂々やっておりますので、その１、２番の関係についてはここで公表するというわけには

まいりません。

○議長（柏倉恵里子） 長﨑議員。

○議員（７番 長﨑厚） 第２入札者の価格が今回の値段の変更によって、それ以上に安かった場

合は、ちょっと問題が起きるのかなと思うんですけども、その辺の見解はございますか。

○議長（柏倉恵里子） 木幡町長。
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○町長（木幡正志） 入札の正当性っていうのは、あくまでも予定金額に一番近い業者さんが落札

をするということになるんで、入札者というのも恐らく金額全部違うんだけども、それに伴って正

当な落札者を決定してると。ただ、今課長も言ってたとおり、４月の予算単価で６月３０日に予算

執行している。今年の皆さん知ってるとおり、資材の高騰ってのは全般にわたって大きな高騰の波

が打ち寄せてきて、１０月以降の資材の高騰が、今回の内容に反映されてきているということにつ

いては、入札は適正であっても、やっぱり工事業者に多額の損害を与えるようなことはもうそれは

できないだろうということで、厳重に計算をしながら今回予定の金額を変更したい、それに伴って

工期も併せて変更したいということでありますのでよろしくご理解いただければと思います。

○議長（柏倉恵里子） ほかに質問ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第２号 議決の変更について

（工事請負契約の締結（町営住宅（仮称）新南部団地建設工事

（第２工区建築主体その２)))

○議長（柏倉恵里子） 日程第５、議案第２号議決の変更について（工事請負契約の締結（町営住

宅（仮称）新南部団地建設工事（第２工区建築主体その２)))の件を議題といたします。説明員に

提案理由の説明を求めます。

上野建設課長。

○建設課長（上野訓） ただいま上程されました、議案第２号議決の変更について、提案理由と内

容をご説明いたします。

本提案にかかる「町営住宅（仮称）新南部団地建設工事（第２工区建築主体その２）」の変更の

提案理由は、議案第１号と同様の理由により提案するものであります。

議決の変更の内容につきましては、議案の中の表で示しており、契約金額について変更前が９,

４０５万６,０００円で、変更後は９,９７５万２,０００円に改めるものであります。また、こち

らも議決事項ではございませんが、議案第１号と同様に工期につきましても延長しております。

以上が、議案第２号議決の変更についての提案理由と内容の説明であります。よろしくご審議の

ほどお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

辻議員。

○議員（３番 辻紀樹） 工事の金額の変更は第１号と理由は同じだと思うんですが、工期という

のは、延長というのは、いつからいつまで延びたんでしょうか。
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○議長（柏倉恵里子） 上野建設課長。

○建設課長（上野訓） 工期の延長なんですが、現在の工期としては令和５年１２月８日と。延長

後の工期は令和６年１月１９日までの４２日間の延長といたします。以上です。

○議長（柏倉恵里子） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第３号 令和５年度長万部町一般会計補正予算（第８号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第６、議案第３号令和５年度長万部町一般会計補正予算（第８号）の

件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、議案第３号令和５年度長万部町一般会計補正予

算(第８号）について、その内容をご説明いたします。

今回の補正額は、歳入歳出にそれぞれ１,２５７万３,０００円を追加し、補正後の予算総額を６

２億５,９１４万１,０００円とするものであります。

内容は、補正予算書に添付しております概要により、歳出からご説明いたします。

総務費４９万６,０００円の追加は、企画費、積立金で、新幹線工事に伴う営農用水施工監理業

務の事務費を、北海道新幹線建設関連補償事業基金に積み立てるもの。

農林水産業費１,２０７万７,０００円の追加は、農地費、委託料で、新幹線工事に伴い営農用水

送水管の移設が必要となったことによる営農用水施工監理業務委託であります。

次に、歳入についてご説明いたします。諸収入、雑入、新幹線建設関連補償金１,２５７万３,０

００円の追加は、歳出でご説明した新幹線工事に伴う補償金であります。

以上がただいま上程されました、令和５年度長万部町一般会計補正予算（第８号）の内容であり

ます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳出より行います。はじめに総務費、３

頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に農林水産業費、３頁です。ありませんか。

長﨑議員。

○議員（７番 長﨑厚） この工事はどの辺になるんですか。場所的に教えていただきたい。

○議長（柏倉恵里子） 小川産業振興課長。

○産業振興課長（小川洋） 町内３か所ありまして、町道静狩１４号線付近と、町道豊津３号線付
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近、あと栄原の山崎農園の付近の営農用水になります。以上です。

○議長（柏倉恵里子） ほかに質問ありませんか。

聞こえなかったですか。もう一度答弁お願いします。

小川産業振興課長。

○産業振興課長（小川洋） 失礼しました。場所が３か所ありまして、町道静狩１４号線付近、そ

れと町道豊津３号線付近、それと栄原の山崎農園付近の営農用水となっております。以上です。

○議長（柏倉恵里子） ほかに質問ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

以上で歳出を終わります。

続いて歳入を行います。はじめに諸収入、３頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

以上で歳入を終わります。

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎閉会宣告

○議長（柏倉恵里子） 以上をもって、本臨時会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。

これにて令和５年第４回長万部町議会臨時会を閉会いたします。どうもお疲れ様でした。

１０時１８分 閉会


